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１．背景 

従来、ラオスでは協調融資そのものに関する包括的な規定は、商業銀行法上明

確ではありませんでした。一方で、2025 年 11 月 3 日付で公布された「商業銀

行の貸出範囲に関するラオス中央銀行総裁合意（No. 1062）」においては、貸

出上限規制の例外措置として、「co-lender」および「co-financing」への言及が

盛り込まれています。 

具体的には、国家社会経済開発計画に基づく優先インフラ案件について、貸出上限規制を超える

資金需要が生じる場合には、商業銀行が他の金融機関との共同融資（co-lending）を模索するこ

とが想定されています。 

このような状況を踏まえ、ラオス中央銀行は、2026 年 4 月 9 日付で、協調融資を独立して包括

的に規律する新たな法令「協調融資（Syndicated Credit）に関するラオス中央銀行総裁合意

（No. 310）」（以下「本合意」）を公布しました。 

本合意の制定により、複数の金融機関による協調融資の制度的位置づけ、関係当事者の役割分

担、融資実行手続、担保管理体制等が明確化され、今後、大型案件や外国投資案件における資金

調達環境の一層の整備が期待されます。 

 

２．協調融資の基本構造について 

協調融資とは、2 機関以上の金融機関（ただし、商業銀行以外の金融機関のみで 2 機関を構成す

ることは認められない）が、一の借入人に対して、協調融資契約に定められた条件に基づき共同

で融資を行う仕組みをいいます（第 2 条）。 

協調融資に任意で参加する金融機関（以下「参加金融機関」）は、「協調融資グループ」を構成

し、融資の評価・決定およびその結果について共同で責任を負います（第 7 条）。 

（１）主幹銀行（Lead Bank） 

顧客審査から契約締結、融資実行、事後管理までを担う協調融資の中核的役割を担います。具体

的には、顧客の適格性審査、事業計画の分析、経歴・背景の確認、返済能力の評価等を行います

（第 9 条）。 

（２）取次銀行（Correspondent Bank） 

融資の実行状況および契約に基づく進捗について、参加金融機関へ定期的に報告し、顧客情報の

共有を行います。また、顧客から元本、利息および手数料を受領し、契約に従い各参加金融機関



 
へ分配します。さらに、顧客の事業状況を継続的に監督し、問題が生じた場合には必要な対応を

行い、その内容を報告します（第 10 条）。 

（３）担保管理銀行（Security Bank） 

担保の受領、保管および管理を行い、顧客が契約に違反した場合には担保を実行する権限を有し

ます（第 11 条）。 

３．協調融資グループの設立について 

協調融資グループは、以下の原則に従って設立・運営されます（第 7 条）。 

（１）協調融資への参加は任意とされ、参加金融機関は顧客への融資について共同で評価・決定

を行い、その結果について共同で責任を負います。 

（２）各参加金融機関は、契約で定められた割合に応じて融資を実行し、利息および手数料等の

利益を受ける権利を有するとともに、費用およびリスクを共同で負担します。ラオス国内の金融

機関については、ラオス中央銀行の規制に従うものとします。 

（３）協調融資グループの合意により、主幹銀行は取次銀行または担保管理銀行の役割を兼ねる

ことができ、取次銀行も担保管理銀行の役割を兼ねることが可能です。 

４．協調融資に関する許可について （第 20 条） 

（１）外国に所在する金融機関が協調融資に参加する場合 

協調融資契約を締結する前に、主幹銀行が代表してラオス中央銀行商業銀行管理局（以下「中

銀」）の許可を取得する必要があります。融資申請者は、通常外国から借入を行う場合に取得す

ることが義務づけられている中銀からの許可を取得する必要はありません。 

（２）ラオス国内に所在する金融機関が協調融資に参加する場合 

協調融資への参加承認を受ける前に、中銀の許可を取得する必要があります。複数の金融機関が

同一の協調融資グループとして案件に参加する場合には、個別許可の取得のほか、包括的許可の

取得も可能です。 

５．まとめ 

インフラ、エネルギー、経済特区、不動産開発など多額の資金需要を伴う案件において、今後協

調融資の活用可能性は高まるものと考えられます。 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 



 
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括

的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。

One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを

有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シ

ームレスなリーガルサービスを提供しております。 

   One Asia Lawyers Group ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 6 名の体

制で対応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提

供しております。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とそ

の留意点」等）を行っております。 
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yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 
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藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  One Asia Lawyers の前身と

なる JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メコン地域流域諸国を統括。カ

ンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の駐在・実務経験を

有し、タイや CLMV の各国につき、現地弁護士と協働して各種法律調査や進

出日系企業に対する各種サポートを行う。 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所  2016 年より One Asia 

Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で15年以上の実務経験を有する。ラ

オス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各

種サポートを行う。 

 


